
規

則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地

域
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
一
般
事
業
の
項
償
還
期
間
の
欄
中｢

十
年｣
を｢
十
五
年

以
内｣

に
、｢

一
年｣

を｢

二
年
以
内｣

に
改
め
、
同
部
特
別
事
業
の
項
中｢

十
年(

う
ち
据
置
期
間

一
年)

。
た
だ
し
、
財
政
計
画
策
定
市
町
村
、
合
併
市
町
村
、
合
併
重
点
支
援
地
域
市
町
村
及
び
合
併

関
係
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
係
る
も
の
は
、
十
年(

う
ち
据
置
期
間
一
年)

又
は
十
五
年(

う
ち

据
置
期
間
二
年)
｣

を｢

十
五
年
以
内(

う
ち
据
置
期
間
二
年
以
内)

｣

に
改
め
、
同
部
準
過
疎
地
域

振
興
事
業
の
項
中｢

十
年｣

を｢

十
五
年
以
内(

う
ち
据
置
期
間
二
年
以
内)

｣

に
改
め
、
同
表
財
政

健
全
化
事
業
枠
の
部
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業
の
項
中｢

十
年｣

を｢

十
年
以
内｣

に
、｢

一
年｣

を

｢

一
年
以
内｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

市
町
村
財
政
課)

福
島
県
規
則
第
四
号

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
貸
付
規
則(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
特
別
資
金
の
項
中｢

十
五
年｣

を｢

十
五
年
以
内｣

に
改
め
、
同
表
普
通
資
金
の
項
償
還

期
間
の
欄
中｢

十
年｣

を｢

十
五
年
以
内｣

に
改
め
る
。

｢１
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

様
式
第
一
号
中

２
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
名
等

｢１
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

円

を

２
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
条
件

｣
償
還
期
間

年
３
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
名
等

円

に
、｢３

添
付
書
類
｣

を｢４
添
付
書
類
｣

に
改
め
る
。

｣
｢２

元
利
金
の
償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
償
還

様
式
第
三
号
中

３
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
及
び
福
島
県
原
子
力
発
電

興
基
金
貸
付
規
則
の
定
め
を
厳
守
し
ま
す
｡

｢２
元
利
金
の
償
還
方
法

元
利
均
等
年
賦
償
還

３
償
還
期
間

所
立
地
地
域
振

を

年

｣
４
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
及
び
福
島
県
原
子
力
発

興
基
金
貸
付
規
則
の
定
め
を
厳
守
し
ま
す
｡

に
改
め
る
。

電
所
立
地
地
域
振
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｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域

振
興
基
金
貸
付
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

市
町
村
財
政
課)
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